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○長野原町町営住宅管理条例施行規則 

平成9年12月9日 

規則第14号 

改正 平成12年12月12日規則第31号 

令和2年3月5日規則第1号 

長野原町町営住宅管理条例施行規則(昭和52年2月9日制定)の全部を改正する。 

(目的) 

第1条 この規則は、長野原町町営住宅管理条例(昭和51年条例第12号。以下「条

例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 

(入居の手続) 

第2条 条例第5条の入居の資格のある者で住宅に入居しようとする者は、様式第

1号による町営住宅入居申込書に給与証明書を添えて、町長に提出しなければな

らない。 

(住宅管理委員会) 

第3条 住宅管理委員会は、町議会総務文教常任委員会委員を以って充て、町営住

宅の管理について町長の諮問に応ずる。 

(入居請書の提出) 

第4条 入居の決定を受けた者は、通知を受けた日から10日以内に様式第2号によ

る町営住宅入居請書を町長に提出しなければならない。 

(身元引受人の変更) 

第5条 前条に規定する請書に記載された身元引受人に変更があったときは、入居

者は直ちに様式第3号による身元引受人変更承認願を提出して、町長の承認を経

なければならない。 

(使用の継続) 

第6条 入居者が、入居期間を満了し引続いて町営住宅を使用しようとするときは、

様式第4号の町営住宅継続使用許可申請書を提出して、町長の許可を受けなけれ

ばならない。 
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(増築又は模様替) 

第7条 入居者がその入居している町営住宅を増築し、又は模様替をしようとする

ときは様式第5号による町営住宅模様替(増築)許可申請書を提出して、町長の許

可を受けなければならない。ただし、入居者は当該町営住宅を明渡すときは、

自己の費用で原状回復しなければならない。 

(世帯人員の異動) 

第8条 入居者が入居の際同居していた家族人員に新に同居させようとする者が

あるときは、様式第6号による町営住宅同居許可申請書を提出して、町長の許可

を受けなければならない。 

(駐車場使用の手続) 

第9条 入居者、又は、同居者が町営住宅の駐車場を使用しようとするときは、様

式第7号による町営住宅駐車場使用許可申請書を提出して、町長の許可を受けな

ければならない。 

付 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成12年12月12日規則第31号) 

この規則は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。 

附 則(令和2年3月5日規則第1号) 

この規則は、令和2年4月1日から施行する。 
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様式第1号(第2条関係) 

様式第2号(第4条関係) 

様式第3号(第5条関係) 

様式第4号(第6条関係) 

様式第5号(第7条関係) 

様式第6号(第8条関係) 

様式第7号(第9条関係) 

 


